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                             開会 午前９時３０分 

     ◎開会宣言 

○岩藤議長 ただいまから、令和６年第４回置戸町議会臨時会を開会します。 

 

     ◎開議宣言 

○岩藤議長 これから、本日の会議を開きます。 

 

     ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○岩藤議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、置戸町議会会議規則第１２２条の規定によって、２番 前田篤議

員及び３番 石井伸二議員を指名します。 

 

     ◎諸般の報告 

○岩藤議長 これから、諸般の報告をします。 

事務局長から報告させます。 

事務局長。 

○岡部事務局長 今期臨時会に町長から提出された議案は、次のとおりです。 

・議案第３２号。 

・同意第１号。 

・承認第１号から承認第３号。 

・報告第４号。 

今期臨時会に議会から提出された事件は、次のとおりです。 

・報告第５号。 

今期臨時会に議案等説明のため出席を求めた者及び委任を受けて出席する者は、お手

元に配付した名簿のとおりです。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

報告を終わります。 

○岩藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

 

     ◎日程第２ 会期の決定 

○岩藤議長 日程第２、会期の決定を議題にします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 異議なしと認めます。 

  したがって会期は、本日１日と決定しました。 
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     ◎日程第３ 承認第１号 専決処分の承認について 

○岩藤議長 日程第３、承認第１号 専決処分の承認についてを議題とします。 

○岩藤議長 本案に対し、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○深川町長 ただいま議題となりました承認第１号、専決処分の承認につきましては、町

民生活課長より説明をいたします。 

○岩藤議長 町民生活課長。 

○田中町民生活課長 承認第１号につきましてご説明いたします。 

承認第１号 専決処分の承認について 

  置戸町税条例の一部を改正する条例（置戸町条例第１６号）につきましては、議会を

招集する時間的余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づいて令和６

年３月２９日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の 

承認を求めるものです。 

  ページを１枚お開き願います。 

  本ページは、専決処分書の写しになりますので説明を省略いたします。 

  ページを１枚お開き願います。 

  置戸町条例第１６号 

置戸町税条例の一部を改正する条例 

置戸町税条例（昭和２９年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

  改正内容につきましては、別冊の承認第１号説明資料、置戸町税条例の一部を改正す

る条例によりご説明いたしますが、その前に改正概要についてご説明いたします。 

  令和６年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る地方税法等の一

部を改正する法律が２月２１日に交付。また、令和６年度地方税法等の一部を改正する

法律が３月３０日に交付され、令和６年能登半島地震災害の被災者に係る個人住民税の

特例措置。個人住民税の定額減税等の関係、条例規定の施行日が令和６年４月１日にな

ることから条例の一部を改正する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がな

いため、専決処分し議会の承認を求めるものでございます。 

  それでは、改正内容をご説明いたしますので、別冊の承認第１号説明資料、置戸町税

条例の一部を改正する条例をご覧ください。 

  新旧対照表でない方の資料で、ページ番号が振ってある資料となっています。 

  左側が項目、右側が改正概要となっています。 

  改正の趣旨につきましては、先程ご説明したとおりでございます。 

  第５１条の改正は、町民税の減免の規定ですが、第２項の改正は、減免を本人の申請

によるものだけではなく、職権による減免を可能とする規定の追加となります。第３項

の改正は、合わせて字句の改正を行うものです。 

  第７１条の固定資産税の減免。 



 - 5 -

その次の、第１３９条の３の特別土地保有税の減免の規定の改正も同じく、職権での

減免の規定を追加する内容となります。 

附則第５条の２の改正は、令和６年能登半島地震被害に係る雑損控除等の特例の規定

ですが、第１項、第２項の改正は、令和６年１月１日に能登半島地震が発生しましたが、 

損失対象金額について、納税者の選択により、令和５年において生じた損失の金額とし

て適用出来ることの規定となります。 

  次の２ページをお開きください。 

  第３項の改正は、令和５年において生じた損失として、雑損控除を受けようとする場

合の申告の規定となります。 

  附則第６条の改正は、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例

の規定ですが、引用条項の法改正による字句の改正となります。 

次の附則第７条の５、令和６年度の個人の町民税の特別税額控除の規定から、４ページ

の下段、附則第８条、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の特例の規定までは、 

個人町民税の定額減税の実施についての改正ですので、別紙の承認第１号説明資料、個

人住民税の定額減税についてをご覧願います。 

  １枚ものの資料となります。 

  個人住民税の定額減税についてですが、令和６年度の個人住民税において定額減税が

実施されることとなりました。 

対象となる方は、令和５年の合計所得金額が１，８０５万円以下の方となります。 

減税額につきましては、本人、配偶者を含む扶養親族１人につき、１万円となります。 

令和６年度の住民税の徴収方法ですが、①住民税を給与所得から源泉徴収される方の

場合は、通常は年税額を６月から次の年の５月までの１２か月間でお支払いしていただ

きますが、令和６年度は６月分を徴収せず、定額減税を行った後の住民税の金額を令和

６年７月から令和７年５月までの１１か月間で１１等分した金額をお支払いいただくこ

ととなります。②事業所得者等で納税者自身が住民税を納付する普通徴収の場合は、令

和６年６月の１期分で定額減税を行い、１期分で減税しきれない場合は、２期分からも

順次控除されます。③年金所得で年金から住民税を源泉徴収される方は、１０月分、年

金特別徴収額で定額減税を行い、減税しきれない場合は、順次１２月分からの年金特別

控除額で控除されます。 

  承認第１号説明資料の５ページをお開きください。 

  附則第１０条の２の改正は、法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合、 

わがまち特例の規定ですが、地方税法改正に伴う改正を行うもので、第１０条の２、第

７項の規定は、バイオマス発電に係る規定で、法附則第１５条第２５項第２号に規定す

る設備について条例で定める課税標準に乗ずる割合は７分の６とする新規の規定となり

ます。次の第８項から、次のページ、第１４項につきましては、第７項新設による項の

繰下げと引用条項の法改正による字句の改正となります。６ページの右側、改正前の第

１４項、企業主導型保育事業に係る施設につきましては、子ども・子育て支援法に基づ
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く施設の軽減の規定ですが、令和６年３月３１日をもって特例措置が廃止となり、規定

を削るものでございます。 

次の７ページをご覧ください。 

附則第１０条の３の改正は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受

けようとする者がすべき申告の規定ですが、認定新築長期優良住宅のうち区分所有に係

る住宅については、管理者からの申告書でも新築軽減の適用をすることができる規定と

なります。第９項から第１４項までの改正は、引用先の法施行規則が改正のため、引用

条項の改正を行うものです。 

附則第１１条の２、第１項・第２項の改正は、令和７年度又は令和８年度における土

地の価格の特例の規定で、固定資産税の据え置き年度における価格の特例の規定で、課

税上、著しく均衡を失すると認めた場合に、令和７年度及び令和８年度に限り、修正を

行うことができるよう年度を改正するものです。 

附則第１２条、第１項から第５項の改正は、宅地等に対して課する令和６年度から令

和８年度までの各年度の固定資産税の特例の規定で、新型コロナウイルス感染症等によ

る社会経済活動に配慮し、令和３年、令和４年に実施された課税標準額の上昇を据え置

く特別措置の廃止。宅地等に対して課する固定資産税の負担調整措置の特例が３年間延

長となる改正となります。 

附則第１３条の改正は、農地に対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度

分の固定資産税の特例の規定で、第１項につきましては負担調整措置の３年間の延長と

令和３年度に限り認められていた、前年度の課税標準額とする特例措置の廃止となりま

す。 

次の８ページをご覧ください。 

附則第１５条の改正は、特別土地保有税の課税の特例の規定で、第１項及び第２項の

改正は、特例措置を３年間延長するものでございます。 

附則第１６条の３、上場株式等に係る配当所得に係る町民税の特例から、９ページ、 

下段の附則第２０条の３、条約適用利子等及び条約適用配当に係る個人の町民税の特例

の規定につきましては、分離所得に係る町民税の所得割に特別税額控除が該当するよう

に読替規定の整備となります。 

以上で、承認第１号、置戸町税条例の一部を改正する条例につきまして説明を終わり

ますが、承認第１号説明資料、置戸町税条例の一部を改正する条例の新旧対照表につき

ましても後程ご参照願います。 

  本議案にお戻りください。 

議案の置戸町税条例の一部を改正する条例を６枚めくっていただきまして、左側の

ページの下段をご覧ください。 

   附 則 

  第１条、この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

  第２条は、固定資産税に関する経過措置で、それぞれ令和５年度までは従前の例によ
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る旨の経過措置となります。 

  以上で、承認第１号の説明を終わります。 

○岩藤議長 これで、承認第１号の提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 質疑なしと認めます。 

したがって、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから、承認第１号 専決処分の承認についてを採決します。 

  承認第１号については、原案のとおり承認することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○岩藤議長 起立多数です。 

  したがって、承認第１号 専決処分の承認については、承認することに決定しました。 

 

     ◎日程第４ 承認第２号 専決処分の承認について及び 

     ◎日程第５ 承認第３号 専決処分の承認について 

 ２件 一括議題 

○岩藤議長 日程第４、承認第２号 専決処分の承認について及び日程第５、承認第３号

専決処分の承認についての２件を一括議題とします。 

○岩藤議長 本案に対し、提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○深川町長 ただいま議題となりました、承認第２号 専決処分の承認につきましては、 

企画財政課長より説明申し上げます。並びに、承認第３号 専決処分の承認につきまし

ては、地域福祉センター所長より説明申し上げます。 

○岩藤議長 まず、承認第２号 専決処分の承認について。 

企画財政課長。 

○坂森企画財政課長 承認第２号の説明をいたします。 

承認第２号 専決処分の承認について 

  令和５年度置戸町一般会計補正予算（第１０号）については、議会を招集する時間的

余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づいて令和６年３月２９日別

紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認を求めるも

のでございます。 
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  次のページをお開き願います。 

  このページにつきましては、専決の処分書面でございますので、説明を省略させてい

ただきます。 

  次のページをご覧ください。 

  令和５年度置戸町一般会計補正予算（第１０号） 

  令和５年度置戸町の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５７万２，０００円を減額し、歳入 

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４９億９２６万７，０００円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣による。 

（地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  第１条、歳入歳出予算の補正につきましては、後程、令和５年度置戸町一般会計補正

予算事項別明細書（第１０号）により説明をいたします。 

  初めに、第２表 地方債補正について説明をいたしますので、４ページをお開きくだ

さい。 

  こちら変更ですが、表に記載の橋梁長寿命化修繕工事につきましては、事業費が確定

したことにより限度額の変更を行ったものです。 

  補正後の額につきましては、表の右側、補正後の限度額に記載のとおりでございます。 

  なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更はありません。 

  引き続き、令和５年度置戸町一般会計補正予算事項別明細書で説明をいたしますの

で、事項別明細書、１０ページをご覧ください。 

  地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の

見込みに関する調書でございますが、当該年度中増減見込みの起債見込額欄をご覧くだ

さい。３．その他、（２）過疎対策事業債の欄は、今回の補正に関わる変更で３０万円

増額し、２億３，６８０万円となります。下段の合計欄では、３０万円を増額し、本年

度の起債見込額は、３億４４７万８，０００円となります。一番右側の列の合計欄です

が、令和５年度末の現在高見込額は、４３億３，２９５万６，０００円となります。 

  以上で、第２表 地方債補正の説明を終わります。 

  次に、第１表 歳入歳出予算補正についてご説明をいたしますので、事項別明細書の

８ページ、９ページをお開き願います。歳出からご説明をいたします。 

（以下、記載省略。令和５年度置戸町一般会計補正予算事項別明細書（第１０号）、別添

のとおり） 

○岩藤議長 次に、承認第３号 専決処分の承認について。 

  地域福祉センター所長。 

○石森地域福祉センター所長 承認第３号について説明をいたします。 
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専決処分の承認について 

  令和５年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）については、議会を招集

する時間的余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づいて令和６年３

月２９日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、議会の承認

を求めるものでございます。 

  次のページをお開き願います。 

  専決処分の書面となっておりますので、次のページをご覧ください。 

  令和５年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について説明をいたしま

す。 

  令和５年度置戸町の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８０万円を追加し、歳入歳出予算の総 

額を歳入歳出それぞれ３億３，９９６万４，０００円とする。 

第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、｢第１表 歳入歳出予算補正｣による。 

  第１表 歳入歳出予算補正について説明をいたしますので、別冊の令和５年度置戸町

介護保険事業特別会計補正予算事項別明細書（第３号）の４ページ、５ページをお開き

ください。下段の歳出から説明をいたします。 

（以下、記載省略。令和５年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算事項別明細書（第３

号）、別添のとおり） 

○岩藤議長 これで、承認第２号及び承認第３号の提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。 

  まず、承認第２号 専決処分の承認について。 

  令和５年度置戸町一般会計補正予算（１０号）。 

第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊、令和５年度置戸町一般会計補正予算事項別明

細書（第１０号）、８ページ、９ページの歳出から進めます。 

３．歳出。３款民生費、１項社会福祉費。１０款教育費、５項保健体育費。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 なければ、４ページ、５ページの歳入へ進みます。 

  ２．歳入。２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税、２項自動車重量譲与税。３款利

子割交付金。４款配当割交付金。５款株式等譲渡所得割交付金。６款法人事業税交付金。 

７款地方消費税交付金。８款環境性能割交付金、９款地方特例交付金、２項新型コロナ

ウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 
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○岩藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

６ページ、７ページ。 

１０款地方交付税。１３款使用料及び手数料、１項使用料。１５款道支出金、２項道

補助金。１８款繰入金、２項基金繰入金。２１款町債。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 なければ、議案へお戻り願います。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、議案の４ページ。 

第２表 地方債補正をお開きください。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 なければ、次の議案に移ります。 

  承認第３号 専決処分の承認について。 

  令和５年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）。 

第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊、令和５年度置戸町介護保険事業特別会計補正

予算事項別明細書（第３号）、４ページ、５ページの下段、歳出から進めます。 

３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 なければ、上段、歳入へ進みます。 

  ２．歳入。２款国庫支出金、２項国庫補助金。５款繰入金、１項一般会計繰入金。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 質疑なしと認めまず。 

  これで質疑を終わります。 

  これから、承認第２号 専決処分の承認について及び承認第３号 専決処分の承認に

ついての２件の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 討論なしと認めまず。 

  これで討論を終わります。 

  これから、承認第２号 専決処分の承認について及び承認第３号 専決処分の承認に
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ついての２件を一括して採決します。 

  承認第２号及び承認第３号は、原案のとおり承認することに賛成の議員は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○岩藤議長 起立多数です。 

  したがって、承認第２号 専決処分の承認について及び承認第３号 専決処分の承認

については、承認することに決定しました。 

 

     ◎日程第６ 報告第４号 令和５年度置戸町繰越明許費繰越計算書の報告につ 

                 いて 

○岩藤議長 日程第６、報告第４号 令和５年度置戸町繰越明許費繰越計算書の報告につ 

いて提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○深川町長 ただいま議題となりました報告第４号、令和５年度置戸町繰越明許費繰越計

算書の報告につきましては、企画財政課長より説明申し上げます。 

○岩藤議長 企画財政課長。 

○坂森企画財政課長 報告第４号について説明をいたします。 

  報告第４号 令和５年度置戸町繰越明許費繰越計算書の報告について 

  令和５年度置戸町繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１４６条第２項の規定により、別紙のとおり報告する。 

  次のページをお開きください。 

  令和５年度置戸町繰越明許費繰越計算書になりますが、令和５年度置戸町一般会計補

正予算で予算措置いたしました、社会保障・税番号システム整備事業につきましては、 

年度内実施が困難として繰越明許費の補正を行いました。３月３１日に翌年度会計に繰

越、５月３１日付で繰越計算書を調整いたしましたので議会に対し報告するものです。 

  内容につきましては、表に記載のとおりですが、社会保障・税番号システム整備事業

につきましては、同額を繰越しました。下段の計欄をご覧ください。繰越予定の金額９

２９万５，０００円、実際に翌年度へ繰越した金額は、同額の９２９万５，０００円。 

財源につきましては、国庫支出金９２９万５，０００円となっております。 

  以上で、報告第４号の説明を終わります。 

○岩藤議長 報告に対し、質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 
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（「なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

○岩藤議長 これから、報告第４号 令和５年度置戸町繰越明許費繰越計算書の報告につ 

いてを採決します。 

  報告第４号について、報告のとおり承認することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○岩藤議長 起立多数です。 

  したがって、報告第４号 令和５年度置戸町繰越明許費繰越計算書の報告について

は、承認することに決定しました。 

 

     ◎日程第７ 議案第３２号 工事請負契約の締結について 

○岩藤議長 日程第７、議案第３２号 工事請負契約の締結についてを議題とします。 

  本案に対し提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○深川町長 ただいま議題となりました、議案第３２号、工事請負契約の締結について

は、総務課長より説明申し上げます。 

○岩藤議長 総務課長。 

○鈴木総務課長 議案第３２号についてご説明いたします。 

  議案第３２号 工事請負契約の締結について 

  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づ

く契約を次のとおり締結する。 

記。 

１、目的、常盤地区農業水路等長寿命化・防災減災事業、営農用水施設設備改修工事。 

２、方法、指名競争入札。 

３、金額、金７，５９０万円。 

４、相手方、常呂郡置戸町字置戸２２番地の３、北進工業株式会社代表取締役鈴木栄

樹。 

なお、工期につきましては、令和７年３月６日までとしております。入札執行日は、 

６月４日。入札業者は、町内外５社により実施し、１回で落札となりました。 

以上で、議案第３２号の説明を終わります。 

○岩藤議長 これで、議案第３２号の提案理由の説明を終わります。 

  これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 
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  討論はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

○岩藤議長 これから、議案第３２号 工事請負契約の締結についてを採決します。 

  議案第３２号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○岩藤議長 起立多数です。 

  したがって、議案第３２号 工事請負契約の締結については、原案のとおり可決され

ました。 

  ここで暫時休憩します。そのまま自席でお待ちください。 

（副町長、退席） 

                            

休憩 １０時１６分 

再開 １０時１６分 

                            

○岩藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

     ◎日程第８ 同意第２号 置戸町副町長の選任について 

○岩藤議長 日程第８、同意第２号 置戸町副町長の選任についてを議題とします。 

  本案に対し提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○深川町長 ただいま議題となりました、同意第１号は、置戸町副町長の選任についてで

あります。 

本町副町長に、次の者を選任いたしたく、地方自治法第１６２条の規定により議会の

同意を求めるものでございます。 

  氏名は、蓑島賢治氏。住所、生年月日は、議案に記載のとおりであります。 

蓑島賢治氏の経歴等について申し上げます。昭和５７年３月、道立北見柏陽高等学校

を卒業後、同年４月に置戸町役場に奉職。建設課管理係を振り出しに、当時常元にあり

ました、養護老人ホーム総務係、その後、林務商工課林務係、商工観光係、農務課農政

係、農業委員会農地係の産業分野を担当し、平成１１年には、介護保険制度発足に向け

て地域福祉センター介護保険係。翌１２年に、介護保険係長に昇格をしております。民

生や産業分野の担当が長かった後、平成１５年には、総務課職員係長、町民生活課医療

給付係長、産業振興課農業振興係長を歴任し、平成２５年４月に教育委員会出向と共に

学校教育課長に昇格し、その後、社会教育課長、図書館長を経て、平成３１年４月より、 

前職、産業振興課長、農業委員会事務局長を務め、令和２年６月１９日より現職に就任

され、本年６月１８日に任期満了を迎えます。 
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以上、蓑島賢治氏の経歴の概略を申し上げましたけれども、蓑島賢治氏を引き続き副

町長として選任致したく議会の同意を求めるものでございます。宜しくお願い申し上げ

ます。 

○岩藤議長 これから質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○岩藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

  討論は、置戸町議会運用例により省略します。 

  これから、同意第１号 置戸町副町長の選任についてを採決します。 

この採決は、起立によって行います。 

本案に同意することに賛成の議員は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○岩藤議長 起立多数です。 

  したがって、同意第１号 置戸町副町長の選任については、同意することに決定しま

した。 

  ここで暫時休憩します。そのまま自席でお待ちください。 

（副町長入場、着席） 

                            

休憩 １０時２０分 

再開 １０時２０分 

                            

○岩藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

      

     ◎日程第９ 報告第５号 専決処分の報告について 

○岩藤議長 日程第９ 報告第５号 専決処分の報告についてを議題とします。 

  事務局長から報告させます。 

  事務局長。 

○岡部事務局長 報告第５号について申し上げます。 

  地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく、議会の委任による専決処分について、 

同条第２項の規定により、お手元に配付のとおり処分の報告がありました。 

報告を終わります。 

○岩藤議長 これで報告済とします。 

      

     ◎閉会宣言 

○岩藤議長 これで、本日の日程は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 
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  令和６年第４回置戸町議会臨時会を閉会いたします。 

閉会 午前１０時２１分 

 


